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第１０９号議案 越谷市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて 

越谷市教育委員会教育長吉田茂氏の任期満了（令和３年（2021年）１２月３１日）に伴い後

任者を任命することについて、議会の同意を求めるもの 

《後任者》 

氏  名：吉 田   茂（よしだ・しげる） 

生年月日：昭和２４年（1949年）５月２日 

略  歴：元三郷市教育委員会学校教育部長 

     越谷市教育委員会教育長 

 

第１１０号議案 越谷市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

越谷市教育委員会委員堀川智子氏の任期満了（令和３年（2021年）１２月２３日）に伴い後

任委員を任命することについて、議会の同意を求めるもの 

《後任委員》 

氏  名：東   宏 行（ひがし・ひろゆき） 

生年月日：昭和３６年（1961年）２月５日 

略  歴：埼玉県立大学保健医療福祉学部共通教育科教授 

     越谷市自殺対策連絡協議会会長 

 

第１１１号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  人権擁護委員九ノ里幸子氏の任期満了（令和４年（2022年）３月３１日）に伴い後任委員候

補者を推薦することについて、議会の意見を求めるもの 

 《後任委員候補者》 

氏  名：九ノ里 幸 子（くのり・さちこ） 

生年月日：昭和２３年（1948年）２月１９日 

略  歴：元越谷市立大袋東小学校長 

     人権擁護委員 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１２月定例会議案概要 
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第１１２号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  人権擁護委員渡 満明氏の任期満了（令和４年（2022年）３月３１日）に伴い後任委員候補

者を推薦することについて、議会の意見を求めるもの 

 《後任委員候補者》 

氏  名：渡  満 明（わたなべ・みつあき） 

生年月日：昭和２５年（1950年）６月１６日 

略  歴：保 護 司 

     人権擁護委員 

 

第１１３号議案 越谷市職員定数条例の一部を改正する条例制定について 

【行財政部行政管理課】 

行政需要の高まりや喫緊の課題に対応するとともに、市立病院の業務体制の充実等により、

さらなる市民サービスの向上を図るべく、職員定数を変更するもの。令和４年４月１日から施

行 

 改正前 改正後 増 減 

 

市 長 部 局 

２,３６０人 

うち越谷市立病院に勤務する

こととなる職員６０６人 

２,３９２人 

うち越谷市立病院に勤務する

こととなる職員６１６人 

＋３２人 

 

（＋１０人） 

 

第１１４号議案 指定管理者の指定について（越谷市男女共同参画支援センター） 

【市長公室人権・男女共同参画推進課】 

⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

   越谷市男女共同参画支援センター（越谷市大沢三丁目６番１号） 

⑵ 指定管理者に指定する団体 

   街活性室株式会社（鴻巣市逆川一丁目２番２－５０２号） 

⑶ 指定する期間 

   令和４年（2022年）４月１日から令和９年（2027年）３月３１日まで 

 

第１１５号議案 越谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

【保健医療部国保年金課】 

  国民健康保険事業の安定した運営に資するため、国民健康保険税の課税額の改定等を行うも

の。令和４年４月１日から施行し、令和４年度以後の年度分から適用 

⑴ 国民健康保険税の課税額の改定 

   改定前 改定後 

基礎課税分（医療分） 
所得割 ８.２０％ ７.８０％ 

均等割 ２６,５００円 ２９,０００円 

後期高齢者支援金等分 
所得割 ２.２０％ ２.４５％ 

均等割 ９,０００円 １０,５００円 

介護納付金分 
所得割 １.９０％ ２.２０％ 

均等割 ９,５００円 １１,５００円 
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 ⑵ 未就学児の被保険者均等割額の減額措置 

地方税法の一部が改正されることに伴い、未就学児の被保険者均等割額を５割減額するも

の 

⑶ 多子世帯の負担軽減対策 

  １８歳以下の被保険者が３人以上属する世帯について、第３子以降の均等割を免除するも

の（令和８年度までの時限措置） 

 

第１１６号議案 越谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

【保健医療部国保年金課】 

健康保険法施行令の一部が改正されること等に伴い、所要の改正を行うもの。令和４年１月

１日から施行 

 ⑴ 出産育児一時金の額の改定 

 出産育児一時金 加算額 合 計 

改定前 ４０万４,０００円 １万６,０００円 ４２万円 

改定後 ４０万８,０００円 １万２,０００円 ４２万円 

⑵ 被保険者資格の見直し 

児童福祉施設に入所している児童等について被保険者としないこととするもの 

 

第１１７号議案 越谷市産業雇用支援センター設置及び管理条例を廃止する条例制定に 

ついて                                      【環境経済部経済振興課】 

越谷市産業雇用支援センターを廃止することに伴い、本条例を廃止するもの。令和４年４月

１日から施行 

 

第１１８号議案 越谷市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

   【都市整備部建築住宅課】 

住宅の品質確保の促進等に関する法律等の一部が改正されることに伴い、所要の改正を行う

もの。令和４年２月２０日から施行 

⑴ 住宅の品質確保の促進等に関する法律関係 

住宅性能評価の申請に併せて長期優良住宅制度の長期使用構造等の確認が行われた場合に

おける長期優良住宅建築等計画及び計画変更の認定に係る申請手数料を定めるもの 

⑵ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係 

共同住宅における住宅の容積率の特例許可に係る申請手数料を定めるもの 

⑶ 条文整備 
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第１１９号議案 越谷市中小企業資金融資条例の一部を改正する条例制定について 

【環境経済部経済振興課】 

起業家に対する融資のあっ旋を拡充するため、所要の改正を行うもの。令和４年１月１日か

ら施行 

 ⑴ 起業家育成資金の限度額の引上げ 

    改正前：２,０００万円 → 改正後：３,５００万円 

 ⑵ 条文整備 

 

第１２０号議案 越谷市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について 

【建設部道路総務課】 

占用料の額を改定するとともに、自動運行補助施設に係る占用料の額を定めるもの。令和４

年４月１日から施行 

⑴ 占用料の改定 

令和３年度における固定資産の評価替えを踏まえ、直近の地価動向等を反映した占用料の

額となるよう改定するもの 

 【主なもの】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

⑵ 自動運行補助施設に係る占用料の新設 

道路法施行令に準じて自動運行補助施設※に係る占用物件の区分を追加し、当該占用料の

額を定めるもの 

 【主なもの】 

占用物件 占用料  単 位 

自動運行装置による検知の対象として設置

する導線その他の線類 

地下に設けるもの 6円  
長さ１ｍにつき１年 

その他のもの 20円  

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 1,800円  １本につき１年 

※自動運行補助施設・・・磁気マーカなど、自動運転車等の運行を補助するための施設 

 

 

 

改定前 

  

占用物件 占用料 

第１種電柱 1,300円  

第２種電柱 2,000円 

第３種電柱 2,700円 

上空に設ける通路 2,700円 

看 

板 

一時的に設けるもの 540円 

その他のもの 5,400円 

 

改定後   

    

占用物件 占用料  単 位 

第１種電柱 1,200円  

１本につき１年 第２種電柱 1,900円  

第３種電柱 2,600円  

上空に設ける通路 2,900円  占用面積１㎡につき１年 

看 

板 

一時的に設けるもの 580円  表示面積１㎡につき１月 

その他のもの 5,800円  表示面積１㎡につき１年 
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第１２１号議案 越谷市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例 

定について                                      【建設部道路建設課】 

道路構造令の一部が改正されたことに伴い、政令で定める基準を参酌し、同様の改正を行う

もの。公布の日から施行 

⑴ 歩行者利便増進道路（賑わいある歩行者中心の道路）の構造の基準を定めるもの 

 ① 歩行者の滞留スペースを設けること。 

 ② 歩行者利便増進施設等（ベンチ、看板、食事施設、自転車駐輪器具等）の設置場所を確

保すること。 

 ③ バリアフリー基準に適合すること。 

⑵ 交通事故の防止を図るため必要がある場合に道路に設ける交通安全施設として、自動運行

補助施設※を追加するもの 

※自動運行補助施設・・・磁気マーカなど、自動運転車等の運行を補助するための施設 

 

第１２２号議案 越谷市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例制定について      【建設部道路建設課】 

移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の一部が改正されたこと

に伴い、省令で定める基準を参酌し、同様の改正を行うもの。公布の日から施行 

⑴ 自転車歩行者専用道路・歩行者専用道路のバリアフリー基準を定めるもの 

 ① 有効幅員は、自転車歩行者専用道路４メートル以上・歩行者専用道路２メートル以上と

し、高齢者、障がい者等の交通の状況を考慮して定めること。 

 ② 視覚障がい者誘導用ブロック、休憩施設及び照明施設を設けること。 

 

第１２３号議案 裁判上の和解について             【建設部道路総務課】 

越谷市は、越谷市大字袋山６３２番１の土地を含む市道２０２４０号線を認定し、管理し、

占有してきたが、原告は、当該土地の所有権に基づく返還請求権として、越谷市に対して、当

該土地に敷設されている越谷市所有のアスファルト道路、マンホール及びＵ字型側溝を撤去し

たうえでの当該土地の明渡しを求めたもの 

【和解の要旨】 

原告は、越谷市に対して、本件土地を金５０６万８,２００円で売り渡し、越谷市はこれを買

い受ける。 

 

第１２４号議案 市道路線の廃止について            【建設部道路総務課】 

路線の全部を返還するもの４路線、終点変更１路線、払下げ２路線、合計７路線、延長４７

９.３０ｍを廃止するもの 

 

第１２５号議案 市道路線の認定について            【建設部道路総務課】 

終点変更１路線、宅地造成に伴い帰属したもの３路線、合計４路線、延長２３６.４０ｍを認

定するもの 
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第１２６号議案 議決事項の一部変更について（越谷市立第１体育館等解体工事請負契

約の締結）               【教育総務部スポーツ振興課】 

令和３年６月定例会において議決を経た上記契約の締結について、基礎杭の除却に伴い施工

方法を変更する必要が生じたため、契約金額を変更するもの 

 変更前：１億８,１２２万５,０００円 → 変更後：２億７１３万円 

 

第１２７号議案 裁判上の和解について           【教育総務部生涯学習課】 

越谷市は、商船三井興産株式会社（原告）との間で、平成３０年（2018年）４月２３日、あ

だたら高原少年自然の家食堂業務委託契約を締結したが、第２次耐震診断の結果を踏まえ、同

年１０月２４日から利用を休止し、同施設における業務を中止したことから、原告は、業務中

止により損害が生じたとして、越谷市に対して、損害賠償を求めたもの 

【和解の要旨】 

越谷市は、原告に対して、本件和解金として金２００万円の支払義務があることを認め、令

和４年（2022年）１月末日限り、原告の指定する銀行口座に送金して支払う。 

 

第１２８号議案から第１３２号議案まで 

  令和３年度越谷市一般会計補正予算（第７号）について ほか補正予算４件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】総務部法務課 

電 話 ０４８－９６３－９１３０ 


